
現行の枠組みにおける廃プラスチック処理フロー

ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

消費者
プラスチック製

容器包装
分別基準適合物

市町村の費用負担 特定事業者の費用負担

消費者

プラスチック
製容器包装
（容器包装
リサイクル法
の枠組み）

製品
プラスチック
（一般廃棄物）

オフィス等の
容器包装プラ
（産業廃棄物）

オフィス等

焼却等

焼却等

市町村の費用負担

オフィス等の費用負担

リサイクル原料
利用事業者
（地域外利用者）

・材料リサイクル事業者が選別・破砕・洗浄・
ペレット化の全ての工程を持つことが容器包
装リサイクル法もしくはそのガイドラインで規
定されているため、ソーティングセンターのよ
うな高効率な選別特化施設が誕生しない。

・容器包装リサイクル法によって分別基準適
合物が規定されているため、製品プラスチッ
クやオフィス等の容器包装プラを一括処理
することができず、ほとんどが焼却処理され
ている。

＜現行の問題点＞
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特区における廃プラスチック処理フロー

ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

消費者
プラスチック製

容器包装
分別基準適合物

市町村の費用負担 特定事業者の費用負担

消費者

＜Ａルート＞
プラスチック
製容器包装
（容器包装
リサイクル法
の枠組み）

＜Ｃルート＞
製品
プラスチック
（一般廃棄物）

＜Ｄルート＞
オフィス等の
容器包装プラ
（産業廃棄物）

オフィス等

市町村の費用負担

オフィス等の費用負担

選別特化施設

＜Ｂルート＞
プラスチック
製容器包装
（一部容器包
装リサイクル
法の枠組み）

消費者

選別特化施設
ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

市町村の費用負担

選別特化施設
ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

選別特化施設
ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

特定事業者の費用負担

リサイクル原料
利用事業者
（地域循環）

リサイクル原料
利用事業者
（地域循環）

リサイクル原料
利用事業者
（地域循環）

リサイクル原料
利用事業者
（地域循環）
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選別特化施設の役割

ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

消費者
プラスチック製

容器包装
分別基準適合物

リサイクル原料
利用事業者
（地域外利用者）

低品質・
高コスト

現行

混合された
プラスチック

選別・破砕・
洗浄・ペレット化

ケミカル/サーマル
リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

消費者
プラスチック製

容器包装
分別基準適合物

選別特化施設
（大規模）

リサイクル原料
利用事業者
（地域循環）

特区

材質Ａ

材質Ｂ

材質Ｃ

材質Ｄ

材料リサイクル事業者

材料リサイクル事業者

高品質・
低コスト

材質分離された
プラスチック

破砕・洗浄・ペレット化＜選別特化施設の利点＞
選別特化施設を大規模・集約的にする
ことで混合プラスチックを材質別・色別
に高精度に選別することができる。材
料リサイクル事業者は選別工程を省略
し、高品質・低価格なリサイクル原料を
供給することができる。
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各ルートについて

Ａルート：市町村が分別基準適合物を作るところまでは現行法通りだが、その後の特定
事業者負担部分（再商品化工程）に特区としての選別特化施設を追加し、選別特化施設
と他の材料リサイクル事業者とのジョイントを組むことができるようにする。

Ｂルート：現行法では分別基準適合物を作らなければ再商品化工程に流すことができな
いが、特区では直接選別特化設備に搬入することで分別基準適合物を作る工程を省略
できる。その場合の選別特化設備に係る費用のうちプラスチック製容器包装以外のもの
の処理に係る経費は市町村による費用負担とする。

Ｃルート：現行法では分別基準適合物にプラスチック製容器包装比率が規定されている
ため、製品プラスチックを再商品化工程へ流すことはできない。特区では製品プラスチッ
クの割合を事前に算出し、その再商品化工程までの費用を負担することで再商品化工程
へ流すことができる。

Ｄルート：現行法では分別基準適合物にプラスチック製容器包装比率が規定されている
ため、オフィスごみ等の事業系容器包装プラスチックを再商品化工程へ流すことはできな
い。特区ではオフィスごみ等の事業系容器包装プラスチックの割合を事前に算出し、その
再商品化工程までの費用を負担することで再商品化工程へ流すことができる。

なお、各ルートは同一の選別特化施設で混合処理することができるが、その費用負担に
ついては各ルートの受入重量や組成によって配分されるものとする。


